
 

射水市教育委員会８月定例会次第 

 

日 時 令和４年８月３０日（火） 

午後３時から 

場 所 本庁舎４０１会議室 

 

〇 施設訪問  

歌の森小学校プール授業見学 午後２時～ 

 

１ 会議録の承認  

 

２ 事務局報告事項 

（１）令和４年９月射水市議会定例会会期日程（案）について      資料１ 

（２）令和４年９月一般会計補正予算（案）について          資料２ 

（３）射水市立小杉小学校プール改築（建築主体）工事請負契約について 資料３ 

                  

３ 議案 

（１）射水市小中学校医療的ケア運営協議会設置要綱の制定について 

                           （学校教育課）資料４                

４ 各課等の連絡事項及び報告事項 

（１）休日の学校部活動の地域移行のモデル事業について （学校教育課）資料５ 

（２）スポーツ推進コーディネーター（地域おこし協力隊）の任用について 

                      （生涯学習・スポーツ課）資料６ 

（３）射水市社会教育委員会議の概要について （生涯学習・スポーツ課）資料７ 

（４）射水市スポーツ推進審議会の概要について（生涯学習・スポーツ課）資料８ 

（５）令和４年度第１回射水市図書館協議会について 

 （中央図書館）     資料９ 

（６）教育委員会行事予定                                          資料１０ 

 

５ その他 

    

※ 次回教育委員会の開催日時について  

 ９月２８日（水） 午後３時００分から 市庁舎４０１会議室 

    

       

 



令和４年９月射水市議会定例会会期日程（案） 

会期２２日間 

９月 １日（木） 
午前１０時 本会議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 市長の提案理由の説明 

本会議終了後  全員協議会（報告事項説明） 

９月 ２日（金）   議案調査日 

９月 ３日（土）   休  会 

９月 ４日（日）   休  会 

９月 ５日（月）   議案調査日 

９月 ６日（火）   議案調査日 

９月 ７日（水） 午前１０時 本会議 
日程第１ 議案質疑 

日程第２ 代表質問 

９月 ８日（木） 午前１０時 本会議 日程第１ 一般質問 

９月 ９日（金） 
午前１０時 本会議 

日程第１ 一般質問 (予備日）  

日程第２ 予算特別委員会の設置及び議案の付託 

日程第３ 決算特別委員会の設置及び議案の付託 

日程第４ 決算特別委員会正副委員長の互選結果報告 

日程第５ 各議案の委員会付託 

本会議終了後 委員会 予算特別委員会（説明） 

９月１０日（土）   休  会 

９月１１日（日）   休  会 

９月１２日（月） 午前１０時 委員会 総務文教常任委員会 

９月１３日（火） 午前１０時 委員会 民生病院常任委員会 

９月１４日（水） 午前１０時 委員会 産業建設常任委員会 

９月１５日（木） 午前１０時 委員会 港湾振興特別委員会 

９月１６日（金）   議案調査日 

９月１７日（土）   休  会 

９月１８日（日）   休  会 

９月１９日（月）   休  会 

９月２０日（火） 午前１０時 委員会 予算特別委員会 

９月２１日（水） 午前１０時 委員会 予算特別委員会 

９月２２日（木） 午後２時 本会議 

日程第１ 委員長報告、質疑、討論、採決 

日程第２ 議会運営委員会、各常任委員会及び議会改革 

特別委員会の閉会中の継続審査 

８月２５日（木） 招集告示 

８月２６日（金） 午前１０時００分 議会運営委員会 

午後 １時３０分 全員協議会（議案説明） 

※発言通告締切り  代表質問     ９月 ２日（金）午後１時   

一般質問     ９月 ５日（月）午後１時 

予算特別委員会  ９月１５日（木）午後１時 

i098024
テキストボックス
資料１



 
令和４年９月一般会計補正予算（案）説明書（教育委員会関係） 

 
１ 歳入の内訳                            （単位：千円） 

補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

15 款 国庫支出金 

 

 

 

 

 

 

16 款 県支出金 

 

18 款 寄附金 

 

 
 

21,749  

 

 

 

 

 

 

344  

 

300  

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症対応 

地方創生臨時交付金 21,405 

（充当先内訳 放課後児童健全育成事業費   172 

          学校管理費（小・中）   1,364 

           学校給食費（小・中）    19,869） 

・子ども・子育て支援交付金 344 

 

・放課後児童健全育成事業費等補助金 344 

 

・小学校費寄附金 100 

  ㈱メディカルケアより 

・保健体育費寄附金 200 

  １法人より（寄附者公表希望無） 

計 22,393   

 
２ 歳出の内訳                            （単位：千円） 

補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

 3 款 児童福祉総務費 

  放課後児童健全育成事業費 

 

10 款 教育費 
  学校図書館活動推進費 
 
  学校管理費（小・中） 
   
 

学校給食費（小・中） 
 
教育振興運営費（中） 

   
  スポーツ行事推進費 
 

 

1,034  

 

 

100  

  
2,354  

 
 

  19,869 

 

1,170 

 

1,898 

 
・放課後児童クラブ運営委託料 

・感染症対策工事 
 

・寄附金による図書購入   
 
・学校安全メールシステム導入業務委託 
・ホームページ移行業務委託 
 
・学校給食食材費高騰対策補助金 
 
・地域運動部活動推進事業（モデル事業） 
 
・地域おこし協力隊（スポーツ推進コーディネーター） 

計 26,425   

 

資 料 ２ 
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議案第４９号 

射水市立小杉小学校プール改築（建築主体）工事請負契約につ 

いて 

令和４年７月１２日に制限付き一般競争入札に付した射水市立小杉小学校

プール改築（建築主体）工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び射水市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年射水

市条例第５０号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記  

１ 契 約 の 目 的  射水市立小杉小学校プール改築（建築主体）工事 

２ 契 約 の 方 法  制限付き一般競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  １８８，１００，０００円 

           （うち消費税等 １７，１００，０００円） 

４ 契約の相手方  永森建設工業・原建設射水市立小杉小学校プール改築

（建築主体）工事共同企業体 

代表者 射水市三ケ３９７３番地 

永森建設工業株式会社 

代表取締役 永森 忠志 

構成員 射水市作道２０３５番地４ 

原建設株式会社 

代表取締役 原 龍治 

 

  令和４年 ９月 １日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

資 料 ３  
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議案第４９号 

 射水市立小杉小学校プール改築（建築主体）工事請負契約について 
（説 明） 

 令和４年７月１２日に制限付き一般競争入札に付した射水市立小杉小学校プール改築（建

築主体）工事について、次のとおり請負契約を締結したいので、議会の議決を求めるもの（地

方自治法第９６条第１項第５号、同法施行令第１２１条の２第１項（別表第３）、射水市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条）。 
 

工事区分 契約金額 契約の方法 契約の相手方 工  期 

建築主体

工事 
188,100,000円 

（うち消費税等 

17,100,000円） 

制限付き一般

競争入札によ

る契約 

永森建設工業・原建設射水市立小

杉小学校プール改築（建築主体）

工事共同企業体 

 

代表者 

射水市三ケ3973番地 

永森建設工業株式会社 

代表取締役 永森 忠志 

 

構成員 

射水市作道2035番地4 

原建設株式会社 

代表取締役 原 龍治 

 

契約締結の日 
～ 

令和5年3月31日 
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議案第４号 

 

射水市小中学校医療的ケア運営協議会設置要綱の制定について 

  

射水市小中学校医療的ケア運営協議会設置要綱を次のように定める。 

 

令和４年８月３０日 提出 

                       射水市教育委員会 

                        教育長 金 谷  真 

 

射水市教育委員会告示第  号 

 

射水市小中学校医療的ケア運営協議会設置要綱 

   

 (設置) 

第 1 条 本市の小中学校における医療的ケアの実施体制の整備を推進するため、射水

市小中学校医療的ケア運営協議会（以下「運営協議会」という。）を置く。 

 

(協議事項) 

第 2 条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 射水市内の小中学校における医療的ケアの実施体制の整備に関すること。 

(2) 教育・医療・保健・福祉等関係機関との連携に関すること。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、医療的ケアの実施にあたり必要な事項の検討に関 

すること。 

 

(組織) 

第 3 条 運営協議会は、次に掲げる者のうちから射水市教育委員会(以下「教育委員

会」という。)が委嘱又は任命する若干名の委員をもって構成する。 

(1) 学識経験者 

(2) 医療関係者 

(3) 教育関係者 

(4) 行政関係者 

(5) 保護者等 

2 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

資 料 ４ 
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(会長及び副会長) 

第 4 条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会議を進行する。 

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

 

(会議) 

第 5 条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会が招集する。 

2 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合であって、教育委員会が会議の全部又は一部を公開しない旨を決定したときは、

この限りでない。 

(1) 射水市情報公開条例(平成 17 年射水市条例第 20 号)第 7 条に規定する不開示

情報が含まれる事項に関して協議する場合 

(2) 会議を公開することにより、運営協議会の運営に著しい支障が生ずると認め

られる場合 

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

(秘密の保持) 

第 6 条 委員及び会議に出席した者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

(庶務) 

第 7 条 協議会の庶務は、射水市教育委員会学校教育課において処理する。 

 

(その他) 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

    

附 則 

 

(施行期日) 

1 この告示は、公表の日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 第 3 条第 2 項の規定にかかわらず、この告示の施行後の最初の委員の任期は、委

嘱又は任命の日から令和 6 年 3 月 31 日までとする。 
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議案第４号 

 

射水市小中学校医療的ケア運営協議会設置要綱の制定について 

 

 (説 明) 

射水市の小中学校が安心・安全に医療的ケア児を受け入れることができるようにす

るため、教育・医療・保健・福祉等の関係機関のほか、保護者の代表者等で構成する

「射水市小中学校医療的ケア運営協議会」を設置し、医療的ケアの実施体制の整備等

を推進するもの。 

 

(施行期日) 

公表の日 

 



 

 

休日の学校部活動の地域移行のモデル事業について 

 

１ モデル事業の開始について 

 （１）実施内容 

 剣  道 バスケットボール 柔  道 

開始予定日 ９月１９日（月祝日） ９月２５日（日） 

会   場 市内各体育館・武道場 各中学校体育館・武道場 

参加生徒数 

（１，２年生） 

８９名 

（参加率９５％） 

８５名 

（参加率７０％） 

４５名 

（参加率８７％） 

（３競技計） （２１９名（参加率８２％）） 

 

２ これまでの経過 

  令和４年７月７日   生徒へのモデル事業参加最終調査の実施 

      ８月８日   モデル事業実施競技団体への説明会開催 

      ２学期開始後 参加生徒へ第１回開催案内   
 

３ 今後のスケジュール（案） 

令和４年９月１９日～ モデル事業の開始（令和５年３月まで概ね各競技２４回） 

      １２月下旬  第４回射水市学校部活動在り方検討会開催（中間評価） 

  令和５年 ２月下旬  第５回射水市学校部活動在り方検討会開催 

（令和５年度事業計画（案）） 

      ３月     議会３月定例会で令和５年度事業計画（案）の報告    
 

４ 予算 

   当初２競技で計画していたモデル事業を３競技で実施するため、不足が見込まれる予

算額を９月補正予算（案）にて提出している。 

  地域運動部活動推進事業（モデル競技） ９月補正予算（案）    （単位：千円） 

当初予算額① 事業見込額② 補正予算額（案）②－① 

１，７８４ ２，９５４ １，１７０ 

  ※補正予算（案）内容 （指導者謝金、消耗品（救急セット等）、保険料） 
 

５ その他 

   モデル事業以外の運動部活動並びに文化部活動の地域移行については、関係団体等と

移行内容等について調整中である。  

資料５ 



スポーツ推進コーディネーター（地域おこし協力隊）の任用について 
 
１ 目的 

地元実業団スポーツの支援及びＳＮＳ等の各種情報ツールを活かしたスポ
ーツ情報発信活動等、スポーツ推進に関する取組を行うため、地域おこし協力
隊員としてスポーツ推進コーディネーターを任用する。 

 
２ 勤務条件等 
（１）勤務場所 市庁舎 外 
 
３ 活動内容 
（１）地元実業団スポーツへの応援活動等の支援 
（２）部活動の地域移行に関する補助 
（３）スポーツ大会・合宿のコーディネート 
（４）各種団体と連携したスポーツイベントの開催（実行委員会等の事務局運営） 
（５）子どもへの運動教室（幼児のからだ育て教室等）の実施 
 
４ 任用期間 

任用の日から最長３年 
 
５ スケジュール 

９月末  募集開始 
１０月  採用審査（一次審査：書類、二次審査：面接） 
１１月  着任 

 
６ 予算（案） 

１，８９８千円 
 
７ 参考（過去の任用実績） 
  １名（平成３０年４月～令和３年３月） 

資料 ６ 
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射水市社会教育委員会議の概要について 

 
生涯学習・スポーツ課 生涯学習係 

１ 会議 
  日時：令和４年７月２７日（水）午前１０時 
  場所：本庁舎４０１会議室 
  【説明事項】 社会教育委員について 

【報告事項】 令和３年度社会教育主要事業の現況と成果等について 
 
２ 委員（令和４年度）  

任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日 
 氏  名 主 な 役 職 備 考 

校
長 丹 羽 康 雄 市中学校長会 会長（大門中学校長） 再任 

社
会
教
育
団
体 

岡 本 昭 彦 市生涯学習推進協議会 会長 再任 

稲 垣 征 子 ガールスカウト県連盟第 16 団 団委員長 再任 

三 角 芳 弘 市ＰＴＡ連絡協議会 会長 新任 

学
識
経
験
者 

石 森 政 春 市地域振興会連合会 常任理事 再任 

瀧 田 秀 成 市児童クラブ連合会 顧問 新任 

高 田 大 介 元 射水市教育委員 再任 

栂 尾 啓 子 下地区民生委員児童委員協議会 会長 再任 

藤 井 徳 子 富山福祉短期大学幼児教育学科准教授 再任 

公
募 高 橋 清 美 一般公募 再任 

 
３ 報告事項についての主な質疑・発言 
 (1) 生涯学習活動事業について 
  Ｑ 令和４年度末で市有バスが廃止されると聞いた。各地域振興会では、これまで市有バスを利

用して生涯学習活動を行ってきているため、活動時の民営バス利用に対する補助を検討しても
らいたい。〔委員〕 

  Ａ 各地域振興会にとって市有バスの廃止が過度な負担にならないよう、工夫しながら新年度予
算を要求していきたい。〔事務局〕 

資料 ７ 
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 (2) 放課後子ども教室・土曜学習推進事業、放課後児童クラブについて 

Q 中学校では、土曜・日曜の部活動が段階的に学校教育から切り離され地域へ移行する流れに
ある。地域へ移行した際には、競技や種目の喜びや楽しさを教えてもらえるような形ができて
いけばよいと思う。そしてスポーツだけではなく文化面でも、子どもが大人になっても生涯学
び続けたいと思えるものを提供できる市であってほしい。〔委員〕 

  
Q 一部の教室では参加者が減少していると説明があったが本当か。放課後児童クラブや放課後

子ども教室において、本人が参加したくても、市の方針で高学年を受け入れていないのではな
いか。〔委員〕 

Ａ 放課後児童クラブの対象者は１年生から６年生だが、支援員の配置数等により低学年を優先
的に受け入れている現状がある。放課後子ども教室は、大門小学校を例として挙げると、令和
元年度と 3 年度で登録人数の減少がみられる。その間、２教室の内容を見直し改善を図ってい
る。 

高学年に対し機会の提供を打ち切る方針はなく、放課後子ども教室では内容を見直し、入れ
替えることによって、新たに興味を持てる分野を見つけてもらい、長く続けてもらうことを期
待している。 

放課後子ども教室では、学校の空き（終了）時間と教室の講師の方との調整で開催日を決定
しているため、結果的に高学年が参加できる教室は限られてしまう。教育委員会としては、調
整の上、参加者の幅を極力広げていきたいと考えている。〔事務局〕 

 
Q 保護者の中には子どものために仕事をセーブしている方もおり、子どもが成長していくにつ

れ時間に余裕が出てくることもある。その中には元アスリートやアーティスト、アマチュア音
楽家等、先生になれる人材もいるはずなので、部活動や放課後子ども教室の指導者確保の手段
の一つとして、市でうまくマッチングしてもらえればと思う。〔委員〕 

  
(3)その他 
 Q 下地区スポーツクラブは、発足した当初は活動も活発だったが、親子が活動の中心となって

いることもあり、子どもの減少に伴い活動しづらい状況になっている。さらに子どもが減ると
思うと今後が不安になる。市として対策は考えられるか。〔委員〕 

A スポーツクラブでは、教室の参加者が減少すると講師代を捻出できなくなり事業の継続が難
しくなるという、少子化の流れの中では避けられない問題を抱えている。参加者確保のために
は、現在の旧市町村ごとの地区割こだわらず、地域全体で対応していくことも必要と思われる。
同時に、昔ながらの地域性を維持する方法も模索しながら、今後の対応を検討していきたい。
〔事務局〕 

 
  Q 様々な活動が新型コロナウイルス感染症により制限を受けている。子どもの時にしか体験で

きないこともあり、経験させてあげられないことにもどかしさも感じる。特に子どもは経験す
ることで行動できるようにもなる。事業の中止という選択だけではなく、感染症対策を講じる
ことで、工夫しながら事業を実施していってほしい。〔委員〕 
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４ 会議概要 
 【報告事項】 

令和３年度社会教育主要事業の現況と成果等について 
（内容） 

社会教育の分野における１４の主要事業について、令和 3 年度の取組状況、成果と課
題を報告するとともに、今後の取組状況について説明した。 
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射水市スポーツ推進審議会の概要について 

 
生涯学習・スポーツ課  
ス ポ ー ツ 推 進 係 

１ 会議 
   日時：令和４年８月９日（火）午後１時３０分 
   場所：本庁舎会議室４０１ 
   【報告事項】 
    (1) 射水市スポーツ推進計画について 
      ・令和４年度主要事業について 
      ・令和３年度主要事業の実績について 
      ・施策目標達成のために参考とする指標について 
    (2) 公共（スポーツ）施設の見直し状況について 
    (3) 休日の学校部活動の地域移行のモデル事業の実施について 

(4) その他 
 
２ 委員  
任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日 

 氏  名 主 な 役 職 備 考 

1 大 森   聡 
スポーツ施設利用者 アランマーレ強化部長 
（小杉総合体育センター、小杉体育館利用者） 

新任 

2 片 岡 泰 人 ＮＰＯ法人新湊カモンスポーツクラブ 副理事長 再任 

3 川 腰 喜久雄 (公財）射水市体育協会 副会長 再任 

4 清 水 正 美 射水市スポーツ推進委員協議会 会長 新任 

5 竹 林 浩 樹 射水市立新湊小学校 校長 新任 

6 開   厚 子 スポーツ施設利用者（大島体育館利用者） 新任 

7 藤 川   護 (公社）射水青年会議所 理事 再任 

8 古 城 克 實 射水市スポーツ少年団 本部長 再任 

9 星 野 健 政 ＮＰＯ法人だいもんスポーツクラブ 理事長 新任 

10 松 嶋   智 
射水市中学校体育連盟 会長 
射水市立新湊南部中学校 校長 

新任 

 

資料８ 
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３ 報告事項についての主な質疑・発言 
 (1) 射水市スポーツ推進計画について 

Q 令和３年度の市スポーツ少年団の育成事業についてスポーツセミナーを開催し、メ
ンタルコーチングについて学んだとあるが、講師は誰が務めたのか。【委員】 

A 石黒葉月先生である。【事務局】 
・ スポーツの世界ではメンタルは大事であるのでとても良い取り組みだと思う。講

師の先生を聞いて納得した。 
 
Q 市内５つの総合型地域スポーツクラブの令和３年度末の会員数が令和２年度末と

比較して増加したと説明されたが、コロナの状況下において増えたのは意外であり、
増えた要因について伺う。【委員】 

A 令和２年度は会員の募集を止めていたり、教室活動を中止していたりしていたスポ
ーツクラブがあったが、令和３年度からは再開していたため会員数が増加したと考
えられる。【事務局】 

 
・ オリバースポーツフィールド射水を市内中学校が大会で利用する場合は全額減免

していただけるのが非常に助かる。来年度以降もぜひ続けていただきたい。また、
令和６年度には全中大会の相撲競技が本市で開催されるが相撲人口が少ない。「みる
スポーツ」の機会づくりの推進の方策があるが、市内で活躍するアイシン軽金属相
撲部があり、小学生のうちから相撲に興味を持てるようにご協力願う。 

 
Q 元旦マラソンについて詳細は決まっているのか。例年大門地区では鍋を振る舞って

いるが、コロナの感染症対策はどのように考えているのか。【委員】 
A 現時点で、体育協会と具体的な話をしていない。飲食について、感染のリスクに関

して不明な点も多いことから、まずはマラソン大会の開催に重きを置き体育協会と
話を進めていきたい。【事務局】 

 
Q 各中学校の運動部に対し、指導者（スポーツエキスパート）２６名を派遣したと説

明されたがこの人数は多いのか。またどの競技に配置されているか把握しているの
か。【委員】 

A 詳細について後ほど資料をお渡しする。【事務局】 
 
(2) 公共（スポーツ）施設の見直し状況について 

Q 公共施設再編方針において体育館を２館体制にすると掲げているが、現状について
伺う。 

A 計画でお示ししているところではあるが、地域部活動の移行をふまえると急いでは
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いない現状である。状況を見ながら慎重に進めていく。 
 
Q 難しい問題である。現在利用されている方がどこへ行くのかも踏まえ慎重に取り組

むべきである。来年度までのスポーツ推進計画に示しているのであれば資料の見直
し状況について進んでいない旨の記載があると誤解がないと思う。ところで、地域
部活動では公共施設、学校の体育館のどちらを利用するのか。【委員】 

A 国では、地域部活動について公共施設や学校など今ある施設を使うことを前提とし
ている。よって、公共施設について地域部活動の移行のために新たに建設すること
や再編計画のあるものを残すということではない。【事務局】 

 
・ 小杉体育館や大門総合体育館など合併前から愛されており、どの体育館も地域に

根差した利用しやすい施設である。地域住民のスポーツ振興の機会や活動場所を守
るため、整えながら再編を図り、柔軟に対応していただきたい。【委員】 

・ 令和３年３月に公共施設再編方針に基づき個別施設計画を作成した。令和５年度
までにどのように機能集約していくのか、民間参入の可能性はあるのか等について
結論を出すため、現在は調査・検討していく期間となっている。委員の皆様の意見
も踏まえながら調査していきたい。【事務局】 

・ 難しい問題である。見直し方針について反対の声があると聞いているが前向きな
姿勢で対応してほしい。【委員】 

 
(3) 休日の学校部活動の地域移行のモデル事業の実施について 

Q 中学生の参加意向の結果について伺う。【委員】 
A バスケットボールが６９％、剣道が９５％、柔道が８３％参加意向を示している。

【事務局】 
 
Q 移動手段はどうするのか。交通費は市が負担するのか。【委員】 
A 今回実施しているのは休日の部活動なので、基本的には保護者の責任で移動しても

らうことをお願いしている。【事務局】 
 
Q 本格的な移行は来年度になるのか。【委員】 
A ほかの競技についても順次モデル事業を行い、段階的な移行を考えている。よって、

令和７年度まではモデル期間としている。【事務局】 
 
Q 参加意向の結果は、指導者の力量が大きく影響するのではないか。指導者の研修な

ど考えているか。今後の展開について伺う。【委員】 
A 参加意向のアンケートの時点で、指導者が決まっていないため、生徒の参加意向の
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結果は直接的な影響はないと考える。また、個人競技は移行に賛成の声が多いが、
チーム力が必要な団体競技では移行が難しい傾向がみられ、今後の課題である。【事
務局】 

・ 指導者が不足している一方で、スポーツを通して子供たちを育成していく場が必
要である。合同チームの編成は難しい面も多いが、進捗があればまた教えていただ
きたい。【委員】 

 
Q 指導者について、「各競技団体から複数名を登録し派遣」とあるが、この競技団体

とは何を指しているのか。【委員】 
A 今回のモデル競技に関しては、バスケットボールは射水市バスケットボール協会、

剣道は射水市剣道連盟、柔道は射水市柔道連盟にお願いしている。しかし、ヨット
など一部の競技では市協会では受け入れができないと言われているため、県や実業
団にお願いすることもあるかと考えている。【事務局】 

・ 流動的な面が多い事業だが、子供たちに不利益を与えてはいけない。私は小杉体
育館利用者として、昼は高齢者、夜は子供たちなど若い人たちが利用しているのを
見ている。先ほどの公共施設の再編の話と踏まえると、地域部活動と生涯スポーツ
をからめていくことはできないのか。各競技団体だけで部活動の地域移行を進めて
いくのではなく、総合型地域スポーツクラブにも部活動の地域移行に携わってもら
うとよいと思う。【委員】 
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【報告事項】 

１ 射水市スポーツ推進計画について 

（内容） 
   令和４年度実施予定の主要事業、令和３年度の主要事業実績、スポーツ推進計画中の

施策達成における参考指標を説明した。 
 

２ 公共（スポーツ）施設の見直し状況について 

（内容） 
 射水市内のスポーツ施設の統廃合の現状について説明した。 

 
３ 休日の学校部活動の地域移行のモデル事業の実施について 

（内容） 
 休日の学校部活動の地域移行のモデル事業の実施について、これまでの経過と今後の
スケジュールを説明した。 

会議概要 





































































































日 曜 時間 主務・関連課
教育委
員出席

1 木

2 金

3 土 学校教育課

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金

10 土 教育センター

11 日 教育センター

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金 10:00 射水市新湊博物館 ○

17 土

18 日 10:00 射水市新湊博物館

19 月

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月 学校教育課

26 月 学校教育課

27 火 19:30 生涯学習・スポーツ課

27 火 学校教育課

28 水 15:00 学校教育課 〇

29 木

30 金

展示等
至 自 至 場所

9/11 新湊博物館 9/16 11/27 新湊博物館

9/6 中央図書館 9/14 9/28 中央図書館

10/2 飛鳥工人の館

修学旅行（新湊南部中）（～9/29）

修学旅行（新湊中、小杉中、小杉南中）（～9/28）

射水市新湊博物館

救急薬品市民交流プラザ

郷倉千靭・和子ー遺品が伝える息づかいー　開会式

救急薬品市民交流プラザ 射水市科学展覧会

※行事等については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、中止となる場合があります。

令　和　４　年　９　月　の　主　な　行　事　予　定

中学校運動会（新湊、新湊南部、射北、小杉、小杉南、大門）

場　　所 行　　事　　予　　定

呈茶会　射水市新湊博物館

市内事業所

射水市科学展覧会

市内中学校

定例教育委員会会議室401

修学旅行（射北中）（～9/27）

会議室302～304 第77回国民体育大会及び第２２回全国障害者スポーツ大会本市出場選手・監督激励会

「防災の日」パネル展示

7/1

展示名 展示名自

「みんなで理解しよう認知症」展

14歳の挑戦（～9/30）

郷倉千靭・和子ー遺品が伝える息づかいー愛しの昭和

7/16 古代のものづくりと寺院

8/30

i098024
テキストボックス
資料１０



日 曜 時間 主務・関連課
教育委
員出席

1 土 生涯学習・スポーツ課

1 土

2 日 学校教育課

3 月

4 火

5 水 学校教育課

6 木 学校教育課 〇

7 金 学校教育課 教育長

8 土 10:00 生涯学習・スポーツ課

9 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土 学校教育課

16 日 学校教育課

17 月 学校教育課 教育長

18 火 学校教育課 教育長

19 水

20 木

21 金 学校教育課

22 土 10:00 生涯学習・スポーツ課

22 土 学校教育課

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日 生涯学習・スポーツ課

31 月

至 場所 自 至 場所

11/27 新湊博物館 7/16 10/2 飛鳥工人の館

市内小学校 学習発表会（作道小）

9/16

市内小学校 学習発表会（小杉小）

※行事等については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、中止となる場合があります。

郷倉千靭・和子ー遺品が伝える息づかいー 古代のものづくりと寺院

市内小学校 学習発表会（片口小、堀岡小、塚原小、下村小、大島小）

視察先

市内小学校

視察先

里山ビオトープ（金山地区） 第4回いみず親学びスクール

自

第13回スポーツひのまるキッズ北信越小学生柔道大会

展示等

市内小・中学校 学習発表会（太閤山小、新湊南部中）

学習発表会（東明小）

展示名 展示名

アルビス小杉総合体育センター

富山県市町村教育長会県外視察

富山県市町村教育長会県外視察

東海北陸六県市町村教育委員会連合会視察研修

第３回いみず親学びスクール

学習発表会（新湊小、金山小、中太閤山小）

令　和　４　年　１０　月　の　主　な　行　事　予　定

場　　所

射水市・千曲市スポーツ少年団交流事業（～10/2）

行　　事　　予　　定

長野県千曲市

修学旅行（大門中学校）（～10/7）

県内視察先

会議室302

ToyamaSakuraビル 東海北陸六県市町村教育委員会連合会総会及び富山県市町村教育委員会連合会第２回研修会

市内小学校



 

当日配付資料 

 

 

射水市立小中学校に対する学校給食食材費高騰対策支援について 

 

 

１ 趣旨 

  学校給食の食材費について、今般の物価高騰に伴う食材費値上がり相当分

を市が負担することにより、保護者に追加負担を求めることなく、栄養バラン

スのとれた学校給食の提供を行うもの。 

 

２ 対象期間 

  令和４年８月２９日（２学期開始）～令和５年３月（８月） 

 

３ 支援内容 

  学校給食費の１食あたり単価（小学校２９０円、中学校３３５円）に対し、

物価高騰に伴う食材費値上がり相当分を市が負担するもの。 

   

   一食あたりの市負担見込額：給食費１食あたり単価の７％相当額 

 

４ 補正予算（案） 

  合計 １９，８６９千円 

 

内   訳 施設数 対象見込数（人） 計（千円） 

小 学 校 15 4,917 12,588 

中 学 校 6 2,779 7,281 

  ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当する。 

   



当日配布資料 

 

令和５年度二十歳のつどいの実施について 

１ 目 的 

 成年年齢を引き下げる改正前の民法において成人とされていた二十歳を迎える者の節目

を祝福するとともに、社会の一員として自ら生き抜いていくことへの自覚を促すよう激励

する。 

２ 対象者 

  平成１５年４月２日から平成１６年４月１日までに出生し、射水市に住民登録のある者

及び希望者 

３ 日 時 

令和５年５月４日（木・祝）２部制 

○午前の部 午前１０時００分 （受付 午前９時００分から） 

    対象：「市東部」射北中学校区、小杉中学校区、小杉南中学校区にお住まいの方 

○午後の部 午後１時３０分 （受付 午後１２時３０分から） 

    対象：「市西部」新湊中学校区、新湊南部中学校区、大門中学校区にお住まいの方 

   ※現在お住まいの校区と希望の部が異なる方は、別の部に参加できる。 

４ 会 場 

高周波文化ホール（大ホール） 

５ 次 第 

  式典（約２０分） 

  ・開式 

  ・国歌清聴 

  ・式辞〔市長〕 

  ・祝辞〔市議会議長〕 

  ・誓いのことば〔二十歳のつどい代表者〕 

  ・市民憲章朗読〔二十歳のつどい代表者〕 

  ・閉式 

  アトラクション（約１５分） 

６ 感染防止対策 

・２部制で実施し会場の密を回避する。 

・入場は対象者のみとし、保護者の観覧は不可とする。 

・受付時に、当日までの体調等を記入した健康チェックシートの提出を求める。 

・今後の感染状況によっては、開催内容を変更する場合がある。 

７ 周知方法 

 (1)市ホームページで開催予定について掲載…９月 
(2)対象者に案内状（受付券同封）を送付 …２月 

 (3)｢広報いみず｣開催のお知らせを掲載  …４月号 
 (4)市公式LINE等に開催のお知らせを掲載 …４月 


